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○

犯
罪
利
用
預
金
口
座
等
に
係
る
資
金
に
よ
る
被
害
回
復
分
配
金
の
支
払
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
十
年
政
令
第
百
九
十
二
号
）

改

正

案

現

行

（
書
面
に
記
載
す
べ
き
内
容
の
電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供
の
承
諾
等
）

第
一
条

犯
罪
利
用
預
金
口
座
等
に
係
る
資
金
に
よ
る
被
害
回
復
分
配
金
の
支
払
等
に

（
新
設
）

関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
内
容
を
電

磁
的
方
法
（
同
項
に
規
定
す
る
電
磁
的
方
法
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ

。
）
に
よ
り
提
供
し
よ
う
と
す
る
金
融
機
関
（
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
金
融

機
関
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
主
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
申
請
人
に
対
し
、
そ
の
用
い
る
電
磁
的
方
法
の
種
類
及
び
内

容
を
示
し
、
書
面
又
は
電
磁
的
方
法
に
よ
る
承
諾
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
承
諾
を
得
た
金
融
機
関
は
、
当
該
申
請
人
か
ら
書
面
又
は
電

磁
的
方
法
に
よ
り
電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供
を
受
け
な
い
旨
の
申
出
が
あ
っ
た
と
き

は
、
当
該
申
請
人
に
対
し
、
法
第
十
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
内
容
の
提
供
を
電
磁

的
方
法
に
よ
っ
て
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
申
請
人
が
再
び
前
項
の
規
定

に
よ
る
承
諾
を
し
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
借
入
金
の
限
度
額
）

（
借
入
金
の
限
度
額
）

第
一
条
の
二

法
第
二
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
金
額
は
、
三
億
九

第
一
条

犯
罪
利
用
預
金
口
座
等
に
係
る
資
金
に
よ
る
被
害
回
復
分
配
金
の
支
払
等
に

千
万
円
と
す
る
。

関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
政
令
で

定
め
る
金
額
は
、
三
億
九
千
万
円
と
す
る
。


